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国税庁は、「法人用　消費
税及び地方消費税の申告書
の書き方（一般用・簡易課
税用）」をHP上に公開。
一般用では、申告書及び付
表2につき、簡易課税用で
は、申告書及び付表5のそ
れぞれについて、設例を
使った記載例を示した。

法人消費税申告の設例

5/24

国税庁は、東日本大震災に
より損害を受けた場合の所
得税の取扱い（情報）を公
表。各種制度の概要のほ
か、雑損控除、雑損控除に
おける損失額の合理的な計
算方法、災害減免法、住宅
借入金等特別控除の取扱
い、などの質疑応答も。

大震災の所得税編情報
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国税庁は、税額控除を適用
できる「特定震災指定寄附
金」とされた所轄国税局長
の確認を受けた認定NPO
法人一覧を公表。現在、
「ピープルズ・ホープ・
ジャパン」「世界の子ども
にワクチンを日本委員会」
の2件が確認されている。

震災指定寄附金のNPO
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日税連は、政府が5月下旬
から行う「番号制度に関す
る全国リレーシンポジウ
ム」に参画するよう呼びか
けた。同シンポジウムは、
東京（5/29）、北海道（6/	
5）、広島（6/12）の開催
予定で、ネット等での参加
申込みが必要。

番号制度シンポジウム
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財務省は、「東日本大震災
の被災者支援活動を行う公
益社団法人又は公益財団法
人が募集する寄附金の指定
について」を公表。公益社
団（財団）法人が行う東日
本大震災の被災者支援活動
に対する寄附金には税制上
の優遇措置がある。

公益法人の被災者支援
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国税庁は「東日本大震災に
係る義援金等に関する税務
上の取扱いについて」を更
新。「著しい被害が発生し
た地方公共団体」へ直接寄
附した義援金等は震災関連
寄附金に該当するが、その
地方公共団体名を案内して
いる。

被害発生した地方団体
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政府税制調査会懇談会（第
4回）が開催。社会保障改
革に関する集中検討会議に
おける、①医療・介護、医
療イノベーション、②年
金、貧困・格差、低所得者
対策、③社会保障財源の確
保と税制抜本改革の議論を
フォローアップした。

税調懇談会が開催
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